
JP 6847576 B2 2021.3.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　タッチセンサーと、
　　前記タッチセンサーに発生されたタッチの位置を検出するタッチ制御部と、
　　前記タッチ制御部によって検出された最初タッチ位置を最終タッチ位置に補正するタ
ッチ補正部と、
　　第１映像データを利用した第１映像を表示し、前記第１映像の第１の方向に拡張され
た拡張領域と、前記第１の方向と同一の方向に縮小された縮小領域を含む表示パネルと、
　　前記第１映像を前記表示パネルに表示し、前記第１映像データを変換した第２映像デ
ータを利用した第２映像のうち、前記第１映像データを第１の方向に拡張するように変換
した第２映像データを利用した第２映像を前記拡張領域に表示し、及び前記第１映像デー
タを第１の方向に縮小するように変換した第２映像データを利用した第２映像を前記縮小
領域に表示する表示駆動部と、
を含み、
　　前記タッチ補正部は、
　　前記最初タッチ位置、並びに、前記第１の方向への拡張及び縮小の量を用いて前記最
終タッチ位置へのタッチ移動量を算出する第１計算部及び第２計算部と、
　　前記最初タッチ位置から前記タッチ移動量を差引くことで、前記最終タッチ位置を算
出する第３計算部と、を含むことを特徴とするタッチスクリーン表示装置。
【請求項２】
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　　前記第１計算部及び前記第２計算部は、
　　前記最初タッチ位置のＸ最初座標と前記最初タッチ位置のＹ最初座標とを用いて、前
記最終タッチ位置へのＸ軸タッチ移動量及びＹ軸タッチ移動量を算出し、
　　前記第３計算部は、前記最初タッチ位置のＸ最初座標から前記Ｘ軸タッチ移動量を差
引くことで、前記最終タッチ位置のＸ最終座標を算出し、前記最初タッチ位置のＹ最初座
標から前記Ｙ軸タッチ移動量を差引くことで、前記最終タッチ位置のＹ最終座標を算出す
ることを特徴とする請求項１に記載のタッチスクリーン表示装置。
【請求項３】
　　前記第１映像データを前記第２映像データに変換する映像補正部と、
　　を含むことを特徴とする請求項２に記載のタッチスクリーン表示装置。
【請求項４】
　　タッチセンサーと、
　　前記タッチセンサーに発生されたタッチの位置を検出するタッチ制御部と、
　　前記タッチ制御部によって検出された最初タッチ位置を最終タッチ位置に補正するタ
ッチ補正部と、
　　第１映像データを利用した第１映像を表示し、前記第１映像の第１の方向に拡張され
た拡張領域と、前記第１の方向と同一の方向に縮小された縮小領域を含む表示パネルと、
　　前記第１映像を前記表示パネルに表示し、前記第１映像データを変換した第２映像デ
ータを利用した第２映像を前記拡張領域及び前記縮小領域に表示する表示駆動部と、
　　前記第１映像データを前記第２映像データに変換する映像補正部と、
を含み、
　　前記タッチ補正部は、
　　前記最初タッチ位置を用いて前記最終タッチ位置へのタッチ移動量を算出する第１計
算部及び第２計算部と、
　　前記最初タッチ位置から前記タッチ移動量を差引くことで、前記最終タッチ位置を算
出する第３計算部と、を含み、
　　前記第１計算部及び前記第２計算部は、前記最初タッチ位置のＸ最初座標と前記最初
タッチ位置のＹ最初座標とを用いて、前記最終タッチ位置へのＸ軸タッチ移動量及びＹ軸
タッチ移動量を算出し、
　　前記第３計算部は、前記最初タッチ位置のＸ最初座標から前記Ｘ軸タッチ移動量を差
引くことで、前記最終タッチ位置のＸ最終座標を算出し、前記最初タッチ位置のＹ最初座
標から前記Ｙ軸タッチ移動量を差引くことで、前記最終タッチ位置のＹ最終座標を算出し
、
前記映像補正部は、
　　前記第１映像データに含まれた値のＸ映像座標とＹ映像座標とを生成する座標生成部
と、
　　前記第１映像のＸ軸をＸ軸拡張領域とＸ軸縮小領域とに区分するＸ軸領域定義部と、
　　前記Ｘ映像座標が前記Ｘ軸拡張領域に位置する場合には下記数式１を利用してＸ補正
座標を算出し、
　　前記Ｘ映像座標が前記Ｘ軸縮小領域に位置する場合には下記数式２を利用してＸ補正
座標を算出するＸ座標補正部と、
　　を含み、
　　前記Ｘ軸拡張領域は前記拡張領域に含まれ、前記Ｘ軸縮小領域は前記縮小領域に含ま
れることを特徴とするタッチスクリーン表示装置。
【数１】
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　　ここで、ｘ１はＸ映像座標、ｘ２はＸ補正座標、ｍｘはＸ軸移動量、ＳｘはＸ軸スケ
ーリング比、Ｌは前記第１映像データのＸ軸長さである。
【数２】

　　ここで、ｘ１はＸ映像座標、ｘ２はＸ補正座標、ｍｘはＸ軸移動量、ＳｘはＸ軸スケ
ーリング比、Ｌは前記第１映像データのＸ軸長さである。
【請求項５】
　　前記映像補正部は、
　　前記第１映像のＹ軸をＹ軸拡張領域とＹ軸縮小領域とに区分するＹ軸領域定義部と、
　　前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸拡張領域に位置する場合には下記数式３を利用してＹ補正
座標を算出し、
　　前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場合には下記数式４を利用してＹ補正
座標を算出するＹ座標補正部と、
　　をさらに含み、
　　前記Ｙ軸拡張領域は前記拡張領域に含まれ、前記Ｙ軸縮小領域は前記縮小領域に含ま
れることを特徴とする請求項４に記載のタッチスクリーン表示装置。

【数３】

　　ここで、ｙ１はＹ映像座標、ｙ２はＹ補正座標、ｍｙはＹ軸移動量、ＳｙはＹ軸スケ
ーリング比、Ｌは前記第１映像データのＹ軸長さである。
【数４】

　　ここで、ｙ１はＹ映像座標、ｙ２はＹ補正座標、ｍｙはＹ軸移動量、ＳｙはＹ軸スケ
ーリング比、Ｌは前記第１映像データのＹ軸長さである。
【請求項６】
　　前記映像補正部は、
　　前記Ｘ補正座標及び前記Ｙ補正座標からなる補正座標に、前記補正座標に対応する前
記第１映像データの値をマッピングさせることで、
　　前記第２映像データを生成する映像データ生成部をさらに含むことを特徴とする請求
項５に記載のタッチスクリーン表示装置。
【請求項７】
　　前記映像補正部は、
　　前記第１映像データを保存するメモリーをさらに含むことを特徴とする請求項３に記
載のタッチスクリーン表示装置。
【請求項８】
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　　前記映像補正部は、
　　前記第１映像のＸ軸移動量、Ｙ軸移動量、Ｘ軸スケーリング比及びＹ軸スケーリング
比を決定する移動量決定部をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載のタッチスクリ
ーン表示装置。
【請求項９】
　　前記Ｘ軸領域定義部は、前記Ｘ軸移動量及び前記Ｘ軸スケーリング比に基づいて前記
第１映像のＸ軸をＸ軸拡張領域とＸ軸縮小領域とに区分し、
　　前記Ｙ軸領域定義部は、前記Ｙ軸移動量及び前記Ｙ軸スケーリング比に基づいて前記
第１映像のＹ軸をＹ軸拡張領域とＹ軸縮小領域とに区分することを特徴とする請求項８に
記載のタッチスクリーン表示装置。
【請求項１０】
　　前記Ｘ軸拡張領域は、前記Ｘ軸移動量と前記Ｘ軸スケーリング比の積によって決定さ
れ、
　　前記Ｘ軸縮小領域は、前記Ｘ軸拡張領域を除いた領域に決定され、
　　前記Ｙ軸拡張領域は、前記Ｙ軸移動量と前記Ｙ軸スケーリング比の積によって決定さ
れ、
　　前記Ｙ軸縮小領域は、前記Ｙ軸拡張領域を除いた領域に決定されることを特徴とする
請求項９に記載のタッチスクリーン表示装置。
【請求項１１】
　　前記Ｘ座標補正部は、
　　前記Ｘ映像座標が前記Ｘ軸拡張領域に位置する場合、前記数式１を利用して前記Ｘ映
像座標よりも多い個数の前記Ｘ補正座標を算出し、
　　前記Ｘ映像座標が前記Ｘ軸縮小領域に位置する場合、前記数式２を利用して前記Ｘ映
像座標よりも少ない個数の前記Ｘ補正座標を算出し、
　　前記Ｙ座標補正部は、
　　前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸拡張領域に位置する場合、前記数式３を利用して前記Ｙ映
像座標よりも多い個数の前記Ｙ補正座標を算出し、
　　前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場合、前記数式４を利用して前記Ｙ映
像座標よりも少ない個数の前記Ｙ補正座標を算出することを特徴とする請求項５に記載の
タッチスクリーン表示装置。
【請求項１２】
　　前記第１計算部は、
　　前記最初タッチ位置のＸ最初座標が前記Ｘ軸拡張領域に位置する場合、前記最初タッ
チ位置のＸ最初座標と前記数式１を利用して算出された座標に基づきＸ軸タッチ移動量を
算出し、
　　前記最初タッチ位置のＸ最初座標が前記Ｘ軸縮小領域に位置する場合、前記最初タッ
チ位置のＸ最初座標と前記数式２を利用して算出された座標に基づきＸ軸タッチ移動量を
算出し、
　　前記最初タッチ位置のＹ最初座標が前記Ｙ軸拡張領域に位置する場合、前記最初タッ
チ位置のＹ最初座標と前記数式３を利用して算出された座標に基づきＹ軸タッチ移動量を
算出し、
　　前記最初タッチ位置のＹ最初座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場合、前記最初タッ
チ位置のＹ最初座標と前記数式４を利用して算出された座標に基づきＹ軸タッチ移動量を
算出することを特徴とする請求項６に記載のタッチスクリーン表示装置。
【請求項１３】
　　第１映像を具現するための第１映像データを第２映像データに変換する段階と、
　　タッチセンサーによって検出された最初タッチ位置を最終タッチ位置に補正する段階
と、
　　前記第１映像データを利用した第１映像を、前記第１映像の第１の方向に拡張された
拡張領域と、前記第１の方向と同一の方向に縮小された縮小領域とを含む表示パネルに表
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　　前記第１映像データを変換した第２映像データを利用した第２映像のうち、前記第１
映像データを第１の方向に拡張するように変換した第２映像データを利用した第２映像を
前記拡張領域に表示し、及び前記第１映像データを第１の方向に縮小するように変換した
第２映像データを利用した第２映像を前記縮小領域に表示することと、
　　前記最初タッチ位置、並びに、前記第１の方向への拡張及び縮小の量を用いて前記最
終タッチ位置へのタッチ移動量を算出することと、を含むことを特徴とするタッチスクリ
ーン表示装置の駆動方法。
【請求項１４】
　　第１映像を具現するための第１映像データを第２映像データに変換する段階と、
　　タッチセンサーによって検出された最初タッチ位置を最終タッチ位置に補正する段階
と、
　　前記第１映像データを利用した前記第１映像を、前記第１映像の第１の方向に拡張さ
れた拡張領域と、前記第１の方向と同一の方向に縮小された縮小領域とを含む表示パネル
に表示することと、
　　前記第１映像データを変換した第２映像データを利用した第２映像を前記拡張領域及
び前記縮小領域に表示することと、
　　を含み、
前記第１映像データを第２映像データに変換する段階は、
　　前記第１映像のＸ軸移動量、Ｙ軸移動量、Ｘ軸スケーリング比及びＹ軸スケーリング
比を決定する段階と、
　　前記Ｘ軸移動量及び前記Ｘ軸スケーリング比に基づいて前記第１映像のＸ軸をＸ軸拡
張領域とＸ軸縮小領域とに区分して定義する段階と、
　　前記Ｙ軸移動量及び前記Ｙ軸スケーリング比に基づいて前記第１映像のＹ軸をＹ軸拡
張領域とＹ軸縮小領域とに区分して定義する段階と、
　　前記第１映像データに含まれた値のＸ映像座標及びＹ映像座標を生成する段階と、
　　前記Ｘ映像座標が前記Ｘ軸拡張領域に位置する場合には下記数式５を利用してＸ補正
座標を算出し、
　　前記Ｘ映像座標が前記Ｘ軸縮小領域に位置する場合には下記数式６を利用してＸ補正
座標を算出する段階と、
　　前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸拡張領域に位置する場合には下記数式７を利用してＹ補正
座標を算出し、
　　前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場合には下記数式８を利用してＹ補正
座標を算出する段階と、
　　前記Ｘ補正座標及び前記Ｙ補正座標からなる補正座標に前記補正座標に対応する前記
第１映像データの値をマッピングさせることで、前記第２映像データを生成する段階と、
　　を含み、
　　前記Ｘ軸拡張領域及び前記Ｙ軸拡張領域は前記拡張領域に含まれ、前記Ｘ軸縮小領域
及び前記Ｙ軸縮小領域は前記縮小領域に含まれることを特徴とするタッチスクリーン表示
装置の駆動方法。
【数５】

　　ここで、ｘ１はＸ映像座標、ｘ２はＸ補正座標、ｍｘはＸ軸移動量、ＳｘはＸ軸スケ
ーリング比、Ｌは前記第１映像データのＸ軸長さである。
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【数６】

　　ここで、ｘ１はＸ映像座標、ｘ２はＸ補正座標、ｍｘはＸ軸移動量、ＳｘはＸ軸スケ
ーリング比、Ｌは前記第１映像データのＸ軸長さである。
【数７】

　　ここで、ｙ１はＹ映像座標、ｙ２はＹ補正座標、ｍｙはＹ軸移動量、ＳｙはＹ軸スケ
ーリング比、Ｌは前記第１映像データのＹ軸長さである。
【数８】

　　ここで、ｙ１はＹ映像座標、ｙ２はＹ補正座標、ｍｙはＹ軸移動量、ＳｙはＹ軸スケ
ーリング比、Ｌは前記第１映像データのＹ軸長さである。
【請求項１５】
　　前記最初タッチ位置を最終タッチ位置に補正する段階は、
　　前記最初タッチ位置のＸ最初座標及び前記最初タッチ位置のＹ最初座標を用いて、前
記最終タッチ位置へのＸ軸タッチ移動量及びＹ軸タッチ移動量を算出する段階と、
　　前記最初タッチ位置のＸ最初座標から前記Ｘ軸タッチ移動量を差引くことで前記最終
タッチ位置のＸ最終座標を算出し、前記最初タッチ位置のＹ最終座標から前記Ｙ軸タッチ
移動量を差引くことで前記最終タッチ位置のＹ最終座標を算出する段階と、
　　を含むことを特徴とする請求項１４に記載のタッチスクリーン表示装置の駆動方法。
【請求項１６】
　　前記Ｘ軸タッチ移動量とＹ軸タッチ移動量とを算出する段階は、
　　前記最初タッチ位置のＸ最初座標が前記Ｘ軸拡張領域に位置する場合、前記最初タッ
チ位置のＸ最初座標と前記数式５を利用して算出された座標に基づきＸ軸タッチ移動量を
算出し、
　　前記最初タッチ位置のＸ最初座標が前記Ｘ軸縮小領域に位置する場合、前記最初タッ
チ位置のＸ最初座標と前記数式６を利用して算出された座標に基づきＸ軸タッチ移動量を
算出し、
　　前記最初タッチ位置のＹ最初座標が前記Ｙ軸拡張領域に位置する場合、前記最初タッ
チ位置のＹ最初座標と前記数式７を利用して算出された座標に基づきＹ軸タッチ移動量を
算出し、
　　前記最初タッチ位置のＹ最初座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場合、前記最初タッ
チ位置のＹ最初座標と前記数式８を利用して算出された座標に基づきＹ軸タッチ移動量を
算出することを特徴とする請求項１５に記載のタッチスクリーン表示装置の駆動方法。
【請求項１７】
　　前記Ｘ軸拡張領域は、前記Ｘ軸移動量と前記Ｘ軸スケーリング比の積によって決定さ
れ、
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　　前記Ｘ軸縮小領域は、前記Ｘ軸拡張領域を除いた領域に決定され、
　　前記Ｙ軸拡張領域は、前記Ｙ軸移動量と前記Ｙ軸スケーリング比の積によって決定さ
れ、
　　前記Ｙ軸縮小領域は前記Ｙ軸拡張領域を除いた領域に決定されることを特徴とする請
求項１６に記載のタッチスクリーン表示装置の駆動方法。
【請求項１８】
　　Ｘ軸拡張領域に位置するＸ映像座標から算出されたＸ補正座標の個数は、
　　Ｘ軸拡張領域に位置するＸ映像座標の個数よりも多く、
　　Ｘ軸縮小領域に位置するＸ映像座標から算出されたＸ補正座標の個数は、
　　Ｘ軸縮小領域に位置するＸ映像座標の個数よりも少ないことを特徴とする請求項１４
に記載のタッチスクリーン表示装置の駆動方法。
【請求項１９】
　　前記Ｙ補正座標を算出する段階は、
　　前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸拡張領域に位置する場合、前記数式７を利用して前記Ｙ映
像座標よりも多い個数の前記Ｙ補正座標を算出し、
　　前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場合、前記数式８を利用して前記Ｙ映
像座標よりも少ない個数の前記Ｙ補正座標を算出することを特徴とする請求項１８に記載
のタッチスクリーン表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、タッチスクリーン表示装置及びその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機電界発光表示装置（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ）、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ）、プラズマ表示装置（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｅｖｉｃｅ）など、多
様な種類の表示装置が広く使われている。一方、ユーザーとの円滑な相互作用のために、
上述した表示装置にタッチスクリーン機能を付け加えている。
【０００３】
　このために、表示装置はタッチの位置を検出するためのタッチセンサーを具備するが、
例えば、静電容量方式のタッチセンサー（Ｃａｐａｃｉｔｉｖｅ　ｔｏｕｃｈ　ｓｅｎｓ
ｏｒ）、抵抗膜方式のタッチセンサー（Ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ｔｏｕｃｈ　ｓｅｎｓｏｒ
）、光感知方式のタッチセンサー（Ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｏｕｃｈ　ｓｅｎｓｏｒ）などが
使用可能である。
【０００４】
　しかし、表示装置は、駆動時間が長くなるにつれて特定のピクセルが劣化してしまい、
その性能が低下しうる。例えば、公共の場所などで情報伝達のために使用されるデジタル
情報表示装置は、特定映像または文字を長時間持続的に出力するので、特定のピクセルの
劣化が加速して残像が発生し得るという問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明は、上記の問題を解決するために案出されたもので、その目的は、
タッチ認識の正確度を高めることができるタッチスクリーン表示装置及びその駆動方法を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために本発明の実施例によるタッチスクリーン表示装置は、タッ
チセンサーと、前記タッチセンサーに発生されたタッチの位置を検出するタッチ制御部と
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、前記タッチ制御部によって検出された最初タッチ位置を最終タッチ位置に補正するタッ
チ補正部とを含み、前記タッチ補正部は、前記最初タッチ位置を臨時タッチ位置に変換す
る第１計算部と、前記最初タッチ位置と前記臨時タッチ位置との間のタッチ移動量を算出
する第２計算部と、前記最初タッチ位置から前記タッチ移動量を差引くことで、前記最終
タッチ位置を算出する第３計算部と、を含む。
【０００７】
　また、前記第１計算部は、前記最初タッチ位置のＸ最初座標から前記臨時タッチ位置の
Ｘ臨時座標を算出し、前記最初タッチ位置のＹ最初座標から前記臨時タッチ位置のＹ臨時
座標を算出し、前記第２計算部は、前記最初タッチ位置のＸ最初座標と前記臨時タッチ位
置のＸ臨時座標との間のＸ軸タッチ移動量を算出し、前記最初タッチ位置のＹ最初座標と
前記臨時タッチ位置のＹ臨時座標との間のＹ軸タッチ移動量を算出し、前記第３計算部は
、前記最初タッチ位置のＸ最初座標から前記Ｘ軸タッチ移動量を差引くことで、前記最終
タッチ位置のＸ最終座標を算出し、前記最初タッチ位置のＹ最初座標から前記Ｙ軸タッチ
移動量を差引くことで、前記最終タッチ位置のＹ最終座標を算出することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の実施例によるタッチスクリーン表示装置は、表示パネル、第１映像デー
タを利用して第１映像を前記表示パネルに表示し、第２映像データを利用して第２映像を
前記表示パネルに表示する表示駆動部及び前記第１映像データを前記第２映像データに変
換する映像補正部をさらに含む。
【０００９】
　また、前記映像補正部は、前記第１映像データに含まれた値のＸ映像座標とＹ映像座標
とを生成する座標生成部と、前記第１映像のＸ軸をＸ軸拡張領域とＸ軸縮小領域とに区分
するＸ軸領域定義部と、前記Ｘ映像座標が前記Ｘ軸拡張領域に位置する場合には第１数学
式を利用してＸ補正座標を算出し、前記Ｘ映像座標が前記Ｘ軸縮小領域に位置する場合に
は第２数学式を利用してＸ補正座標を算出するＸ座標補正部と、を含む。
【００１０】
　また、前記映像補正部は、前記第１映像のＹ軸をＹ軸拡張領域とＹ軸縮小領域とに区分
するＹ軸領域定義部と、前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸拡張領域に位置する場合には第３数学
式を利用してＹ補正座標を算出し、前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場合に
は第４数学式を利用してＹ補正座標を算出するＹ座標補正部と、をさらに含む。
【００１１】
　また、前記映像補正部は、前記Ｘ補正座標及び前記Ｙ補正座標からなる補正座標に、そ
れに対応する前記第１映像データの値をマッピングさせることで、前記第２映像データを
生成する映像データ生成部をさらに含む。
【００１２】
　また、前記映像補正部は、前記第１映像データを保存するメモリーをさらに含む。
【００１３】
　また、前記映像補正部は、前記第１映像のＸ軸移動量、Ｙ軸移動量、Ｘ軸スケーリング
比及びＹ軸スケーリング比を決定する移動量決定部をさらに含む。
【００１４】
　また、前記Ｘ軸領域定義部は、Ｘ軸移動量及びＸ軸スケーリング比に基づいて前記第１
映像のＸ軸をＸ軸拡張領域とＸ軸縮小領域とに区分して、前記Ｙ軸領域定義部は、Ｙ軸移
動量及びＹ軸スケーリング比に基づいて前記第１映像のＹ軸をＹ軸拡張領域とＹ軸縮小領
域とに区分することを特徴とする。
【００１５】
　また、前記Ｘ軸拡張領域は、前記Ｘ軸移動量と前記Ｘ軸スケーリング比の積によって決
定され、前記Ｘ軸縮小領域は、前記Ｘ軸拡張領域を除いた領域で決定され、前記Ｙ軸拡張
領域は、前記Ｙ軸移動量と前記Ｙ軸スケーリング比の積によって決定され、前記Ｙ軸縮小
領域は前記Ｙ軸拡張領域を除いた領域に決定されることを特徴とする。
【００１６】
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　また、前記Ｘ座標補正部は、前記Ｘ映像座標が前記Ｘ軸拡張領域に位置する場合、前記
第１数学式を利用して前記Ｘ映像座標よりも多い個数の前記Ｘ補正座標を算出し、前記Ｘ
映像座標が前記Ｘ軸縮小領域に位置する場合、前記第２数学式を利用して前記Ｘ映像座標
よりも少ない個数の前記Ｘ補正座標を算出し、前記Ｙ座標補正部は、前記Ｙ映像座標が前
記Ｙ軸拡張領域に位置する場合、前記第３数学式を利用して前記Ｙ映像座標よりも多い個
数の前記Ｙ補正座標を算出し、前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場合、前記
第４数学式を利用して前記Ｙ映像座標よりも少ない個数の前記Ｙ補正座標を算出すること
を特徴とする。
【００１７】
　また、前記第１計算部は、前記最初タッチ位置のＸ最初座標が前記Ｘ軸拡張領域に位置
する場合、前記第１数学式を利用して前記臨時タッチ位置のＸ臨時座標を算出し、前記最
初タッチ位置のＸ最初座標が前記Ｘ軸縮小領域に位置する場合には、前記第２数学式を利
用して前記臨時タッチ位置のＸ臨時座標を算出し、前記最初タッチ位置のＹ最初座標が前
記Ｙ軸拡張領域に位置する場合、前記第３数学式を利用して前記臨時タッチ位置のＹ臨時
座標を算出し、前記最初タッチ位置のＹ最初座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場合には
、前記第４数学式を利用して前記臨時タッチ位置のＹ臨時座標を算出することを特徴とす
る。
【００１８】
　さらに、本発明の実施例によるタッチスクリーン表示装置の駆動方法は、第１映像を具
現するための第１映像データを第２映像データに変換する段階と、タッチセンサーによっ
て検出された最初タッチ位置を最終タッチ位置に補正する段階と、を含む。
【００１９】
　また、前記第１映像データを第２映像データに変換する段階は、前記第１映像のＸ軸移
動量、Ｙ軸移動量、Ｘ軸スケーリング比及びＹ軸スケーリング比を決定する段階と、前記
Ｘ軸移動量及び前記Ｘ軸スケーリング比に基づいて前記第１映像のＸ軸をＸ軸拡張領域と
Ｘ軸縮小領域とに区分して定義する段階と、前記Ｙ軸移動量及び前記Ｙ軸スケーリング比
に基づいて前記第１映像のＹ軸をＹ軸拡張領域とＹ軸縮小領域とに区分して定義する段階
と、前記第１映像データに含まれた値のＸ映像座標及びＹ映像座標を生成する段階と、前
記Ｘ映像座標が前記Ｘ軸拡張領域に位置する場合には第１数学式を利用してＸ補正座標を
算出し、前記Ｘ映像座標が前記Ｘ軸縮小領域に位置する場合には第２数学式を利用してＸ
補正座標を算出する段階と、前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸拡張領域に位置する場合には第３
数学式を利用してＹ補正座標を算出し、前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場
合には第４数学式を利用してＹ補正座標を算出する段階と、前記Ｘ補正座標及び前記Ｙ補
正座標からなる補正座標にそれに対応する前記第１映像データの値をマッピングさせるこ
とで、前記第２映像データを生成する段階と、を含む。
【００２０】
　また、前記最初タッチ位置を最終タッチ位置に補正する段階は、前記最初タッチ位置の
Ｘ最初座標から前記臨時タッチ位置のＸ臨時座標を算出し、前記最初タッチ位置のＹ最初
座標から前記臨時タッチ位置のＹ臨時座標を算出する段階と、前記最初タッチ位置のＸ最
初座標と前記臨時タッチ位置のＸ臨時座標との間のＸ軸タッチ移動量を算出し、前記最初
タッチ位置のＹ最初座標と前記臨時タッチ位置のＹ臨時座標との間のＹ軸タッチ移動量を
算出する段階と、前記最初タッチ位置のＸ最初座標から前記Ｘ軸タッチ移動量を差引くこ
とで前記最終タッチ位置のＸ最終座標を算出し、前記最初タッチ位置のＹ最終座標から前
記Ｙ軸タッチ移動量を差引くことで前記最終タッチ位置のＹ最終座標を算出する段階と、
を含む。
【００２１】
　また、前記臨時タッチ位置のＸ臨時座標とＹ臨時座標とを算出する段階は、前記最初タ
ッチ位置のＸ最初座標が前記Ｘ軸拡張領域に位置する場合、前記第１数学式を利用して前
記臨時タッチ位置のＸ臨時座標を算出し、前記最初タッチ位置のＸ最初座標が前記Ｘ軸縮
小領域に位置する場合には、前記第２数学式を利用して前記臨時タッチ位置のＸ臨時座標
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を算出し、前記最初タッチ位置のＹ最初座標が前記Ｙ軸拡張領域に位置する場合、前記第
３数学式を利用して前記臨時タッチ位置のＹ臨時座標を算出し、前記最初タッチ位置のＹ
最初座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場合には、前記第４数学式を利用して前記臨時タ
ッチ位置のＹ臨時座標を算出することを特徴とする。
【００２２】
　また、前記Ｘ軸拡張領域は、前記Ｘ軸移動量と前記Ｘ軸スケーリング比の積によって決
定され、前記Ｘ軸縮小領域は、前記Ｘ軸拡張領域を除いた領域に決定され、前記Ｙ軸拡張
領域は、前記Ｙ軸移動量と前記Ｙ軸スケーリング比の積によって決定され、前記Ｙ軸縮小
領域は前記Ｙ軸拡張領域を除いた領域に決定されることを特徴とする。
【００２３】
　また、Ｘ軸拡張領域に位置するＸ映像座標から算出されたＸ補正座標の個数は、Ｘ軸拡
張領域に位置するＸ映像座標の個数よりも多く、Ｘ軸縮小領域に位置するＸ映像座標から
算出されたＸ補正座標の個数はＸ軸縮小領域に位置するＸ映像座標の個数よりも少ないこ
とを特徴とする。
【００２４】
　また、前記Ｙ補正座標を算出する段階は、前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸拡張領域に位置す
る場合、前記第３数学式を利用して前記Ｙ映像座標よりも多い個数の前記Ｙ補正座標を算
出し、前記Ｙ映像座標が前記Ｙ軸縮小領域に位置する場合、前記第４数学式を利用して前
記Ｙ映像座標よりも少ない個数の前記Ｙ補正座標を算出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のように本発明のタッチスクリーン表示装置及びその駆動方法によれば、表示パネ
ル上に一定の周期で映像を移動させて表示し、特定のピクセルに同一のデータが長時間出
力されることを防止し、特定のピクセルが劣化することを改善できるという効果を奏する
。　
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施例によるタッチスクリーン表示装置を示した図面である。
【図２】本発明の一実施例による表示パネル、表示駆動部及び映像補正部を示した図面で
ある。
【図３】本発明の一実施例による映像補正部を示した図面である。
【図４】図３に示された映像補正部による映像補正方法を示した図面である。
【図５Ａ】図４に示された映像補正方法によって映像補正が遂行される一例を示した図面
である。
【図５Ｂ】図４に示された映像補正方法によって映像補正が遂行される一例を示した図面
である。
【図５Ｃ】図４に示された映像補正方法によって映像補正が遂行される一例を示した図面
である。
【図５Ｄ】図４に示された映像補正方法によって映像補正が遂行される一例を示した図面
である。
【図６】本発明の一実施例によるタッチ補正部を示した図面である。
【図７】図６に示されたタッチ補正部によるタッチ補正方法を示した図面である。
【図８】図７に示されたタッチ補正方法によってタッチ補正が遂行される一例を示した図
面である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、その他の実施例等の具体的な事項は詳細な説明及び図面たちに含まれている。
【００２８】
　本発明の利点及び特徴、そしてそれらを果たす方法などは、添付される図面と共に詳細
に後述されている実施例等を参照すれば明確になるだろう。しかし、本発明は以下におい
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て開始される実施例等に限定されるのではなく、互いに異なる多様な形態によって具現さ
れることができ、以下の説明でいずれかの部分が他の部分と繋がれている場合、これは直
接的に繋がれている場合のみならずその中間に他の素子を間に置いて電気的に繋がれてい
る場合をも含む。また、図面で本発明と関係のない部分は、本発明の説明を明確にさせる
ために略しており、明細書全体を通じて類似した部分に対しては同一の図面符号を付けて
ある。
【００２９】
　以下、本発明の実施例等に係わる図面を参照して、本発明の実施例によるタッチスクリ
ーン表示装置及びその駆動方法について具体的に説明する。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施例によるタッチスクリーン表示装置を示した図面である。図１
を参照すれば、本発明の一実施例によるタッチスクリーン表示装置１０は、ホスト１００
、表示パネル１１０、表示駆動部１２０、映像補正部１３０、タッチセンサー２１０、タ
ッチ制御部２２０、タッチ補正部２３０を含むことができる。
【００３１】
　ホスト１００は、表示駆動部１２０と映像補正部１３０とに映像データＤｉ１を供給す
ることができる。また、ホスト１００は、映像データＤｉ１とともに制御信号Ｃｓを表示
駆動部１２０に供給することができる。
【００３２】
　前記制御信号Ｃｓは、垂直同期信号（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉ
ｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）、水平同期信号（Ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａ
ｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）、データイネーブル信号（Ｄａｔａ　Ｅｎａｂｌｅ　Ｓｉｇｎ
ａｌ）、クロック信号（Ｃｌｏｃｋ　Ｓｉｇｎａｌ）などを含むことができる。
【００３３】
　また、ホスト１００は制御信号Ｃｓを映像補正部１３０にも供給することができる。
　一例として、ホスト１００は、プロセッサ、グラフィック処理装置、メモリーなどを含
むことができる。
【００３４】
　表示パネル１１０は、複数の画素Ｐを含むことにより、所定の映像を表示することがで
きる。例えば、表示パネル１１０は表示駆動部１２０の制御によって、第１映像と第２映
像などを表示することができる。
【００３５】
　また、表示パネル１１０は、有機電界発光表示パネル、液晶表示パネル、プラズマ表示
パネルなどで具現されることができるが、これに限定されない。後ほど、図２を参照して
表示パネル１１０についてより詳しく説明する。
【００３６】
　表示駆動部１２０は、駆動信号Ｄｓを表示パネル１１０に供給することで、前記表示パ
ネル１１０の映像表示動作を制御することができる。例えば、表示駆動部１２０は外部か
ら供給される映像データＤｉ１、Ｄｉ２と制御信号Ｃｓを利用して、駆動信号Ｄｓを生成
することができる。
【００３７】
　具体的に、表示駆動部１２０は、外部から供給される第１映像データＤｉ１を利用して
第１映像を表示パネル１１０に表示することができる。この時、表示駆動部１２０は第１
映像を具現するための第１映像データＤｉ１をホスト１００から供給を受けることができ
る。
【００３８】
　また、表示駆動部１２０は、外部から供給される第２映像データＤｉ２を利用して第２
映像を表示パネル１１０に表示することができる。この時、表示駆動部１２０は、第２映
像を具現するための第２映像データＤｉ２を映像補正部１３０から供給を受けることがで
きる。後ほど、図２を参照して表示駆動部１２０についてより詳しく説明する。
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【００３９】
　映像補正部１３０は、外部から供給される第１映像データＤｉ１を第２映像データＤｉ
２に変換することができる。また、映像補正部１３０は、第２映像データＤｉ２を表示駆
動部１２０に供給することができる。この時、映像補正部１３０は、ホスト１００から第
１映像データＤｉ１の供給を受けることができる。
【００４０】
　映像補正部１３０は、図１に示されたように、表示駆動部１２０と別個で分離されて位
置することができる。ただし、他の実施例では映像補正部１３０が表示駆動部１２０また
はホスト１００に統合されることができる。
【００４１】
　一般に、特定の映像または文字を長時間持続的に出力する表示装置は、特定のピクセル
の劣化が加速されて残像が発生し得る。このような問題を解決するために表示パネル１１
０上に映像を移動させて表示することができる。
【００４２】
　この時、映像は一定の周期で移動するか、不規則な周期で移動することができる。また
、映像は時計回りまたは半時計回りのように一定の方向性を持って移動するか、一定の方
向性を持たずに移動することができる。映像が移動して表示される場合、表示パネル上で
映像の一部分が消えるか、表示パネルの一部分に映像が表示されない領域、すなわち、ブ
ランク（Ｂｌａｎｋ）領域が発生し得る。
【００４３】
　例えば、映像が左側へ５ピクセル移動して表示される場合、移動前の表示パネルの左側
の５ピクセルは、表示パネル上で消えてしまい、移動後の表示パネルの右側の５ピクセル
はブランク領域になり得る。
【００４４】
　本発明の実施例による映像補正部１３０は、上述した問題を解決することができるが、
これについては、後ほど図３を参照して詳しく説明する。
【００４５】
　タッチセンサー２１０は、ユーザーによるタッチを検出するように構成されて、タッチ
信号Ｔｓを生成してタッチ制御部２２０に供給することができる。このために、タッチセ
ンサー２１０はタッチ制御部２２０に接続されることができる。この時、タッチセンサー
２１０は、ユーザーの身体一部（例えば、指）、及びスタイラスペン（Ｓｔｙｌｕｓ　Ｐ
ｅｎ）などによるタッチを認識することができる。
【００４６】
　また、ユーザーによるタッチはタッチスクリーン表示装置１０に指（またはスタイラス
ペン）のような他のタッチ入力装置などを直接的に接触する動作によって行われることが
でき、またタッチスクリーン表示装置１０に指などを近接させる動作によっても行われる
こともできる。
【００４７】
　例えば、タッチセンサー２１０は、静電容量方式のタッチセンサー 、抵抗膜方式のタ
ッチセンサー、光タッチセンサー、表面弾性波タッチセンサー（ｓｕｒｆａｃｅ　ａｃｏ
ｕｓｔｉｃ　ｗａｖｅ　ｔｏｕｃｈ　ｓｅｎｓｏｒ）、圧力タッチセンサー（ｐｒｅｓｓ
ｕｒｅ　ｔｏｕｃｈ　ｓｅｎｓｏｒ）、及びハイブリッド方式のタッチセンサー（ｈｙｂ
ｒｉｄ　ｔｏｕｃｈ　ｓｅｎｓｏｒ）のうちいずれか一つに具現されることができる。
【００４８】
　ここで、ハイブリッド方式のタッチセンサーは、同種の複数のタッチセンサーが相互結
合されるか、異種の複数のタッチセンサーが相互結合されることで具現されることができ
る。ただし、本発明の一実施例で使用されるタッチセンサー２１０は、前記種類に限定さ
れるものではなく、種類に関係なく指または道具によるタッチを検出できるように構成さ
れたセンサーであればよい。
【００４９】
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　タッチ制御部２２０は、タッチセンサー２１０から供給されたタッチ信号Ｔｓを利用し
て発生されたタッチの位置Ｐｏを検出することができる。また、タッチ制御部２２０は、
検出された最初タッチ位置Ｐｏをホスト１００に伝送することができる（タッチ制御部２
２０によって検出されたタッチ位置Ｐｏを便宜上最初タッチ位置Ｐｏという）。
【００５０】
　この場合、ホスト１００は、最初タッチ位置Ｐｏをタッチ補正部２３０に伝達すること
ができる。他の実施例ではタッチ制御部２２０によって検出された最初タッチ位置Ｐｏを
ホスト１００を通さず、直接タッチ補正部２３０に供給することができる。
【００５１】
　タッチセンサー２１０は、図１に示されたように、表示パネル１１０と別個で分離され
て位置することができる。ただし、他の実施例ではタッチセンサー２１０が表示パネル１
１０に統合されることができる。また、タッチ制御部２２０も表示駆動部１２０に統合さ
れることができる。
【００５２】
　タッチ補正部２３０は、映像を移動させて表示するピクセルシフト動作を遂行する時に
発生するタッチのエラーを解消するために、タッチ制御部２２０によって検出された最初
タッチ位置Ｐｏを最終タッチ位置Ｐｆに補正することができる。また、タッチ補正部２３
０は、算出された最終タッチ位置Ｐｆを再びホスト１００に伝達することができる。後ほ
ど、図３を参照してタッチ補正部２３０について詳しく説明する。
【００５３】
　図２は、本発明の一実施例による表示パネル、表示駆動部、及び映像補正部を示した図
面である。図２を参照すれば、表示パネル１１０は、複数のデータ線Ｄ１～Ｄｍ、複数の
走査線Ｓ１～Ｓｎ及び、複数の画素Ｐを含むことができる。
【００５４】
　画素Ｐは、データ線Ｄ１～Ｄｍ及び走査線Ｓ１～Ｓｎと連結されることができる。例え
ば、画素Ｐはデータ線Ｄ１～Ｄｍと走査線Ｓ１～Ｓｎの交差領域にマトリックス形態で配
置されることができる。また、各画素Ｐは、データ線Ｄ１～Ｄｍ及び走査線Ｓ１～Ｓｎを
介してデータ信号及び走査信号の供給を受けることができる。
【００５５】
　表示駆動部１２０は、走査駆動部１２１、データ駆動部１２２及びタイミング制御部１
２５を含むことができる。また、表示駆動部１２０の駆動信号Ｄｓは、走査信号とデータ
信号とを含むことができる。
【００５６】
　走査駆動部１２１は、走査タイミング制御信号ＳＣＳに応答して走査線Ｓ１～Ｓｎに走
査信号を供給する。例えば、走査駆動部１２１は、走査線Ｓ１～Ｓｎに走査信号を順次に
供給することができる。
【００５７】
　走査駆動部１２１は、別途の構成要素を通じて表示パネル１１０に位置する走査線Ｓ１
～Ｓｎと電気的に接続されることができる。他の実施例で、走査駆動部１２１は、表示パ
ネル１１０に直接実装されることができる。
【００５８】
　データ駆動部１２２は、タイミング制御部１２５からデータタイミング制御信号ＤＣＳ
、映像データＤｉ１、Ｄｉ２の入力を受けて、データ信号を生成することができる。また
、データ駆動部１２２は、生成されたデータ信号をデータ線Ｄ１～Ｄｍに供給することが
できる。
【００５９】
　データ駆動部１２２は、別途の構成要素を通じて表示パネル１１０に位置したデータ線
Ｄ１～Ｄｍと電気的に接続されることができる。他の実施例で、データ駆動部１２２は、
表示パネル１１０に直接実装されることができる。
【００６０】
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　データ線Ｄ１～Ｄｍを介してデータ信号の供給を受けた画素Ｐは、前記データ信号に対
応する輝度で発光することができる。例えば、タイミング制御部１２５が第１映像データ
Ｄｉ１を供給する場合、データ駆動部１２２は、前記第１映像データＤｉ１に対応するデ
ータ信号を画素Ｐに供給することで、第１映像を表示することができる。また、タイミン
グ制御部１２５が第２映像データＤｉ２を供給する場合、データ駆動部１２２は、前記第
２映像データＤｉ２に対応するデータ信号を画素Ｐに供給することで、第２映像を表示す
ることができる。
【００６１】
　データ駆動部１２２は、図２に示されたように、走査駆動部１２１と別個で分離されて
位置することができる。ただし、他の実施例ではデータ駆動部１２２が走査駆動部１２１
に統合されることができる。
【００６２】
　タイミング制御部１２５は、ホスト１００から第１映像データＤｉ１及び制御信号Ｃｓ
の入力を受けることができる。タイミング制御部１２５は、制御信号Ｃｓに基づいて走査
駆動部１２１とデータ駆動部１２２を制御するためのタイミング制御信号を生成すること
ができる。例えば、前記タイミング制御信号は、走査駆動部１２１を制御するための走査
タイミング制御信号ＳＣＳと、データ駆動部１２２を制御するためのデータタイミング制
御信号ＤＣＳを含むことができる。
【００６３】
　したがって、タイミング制御部１２５は、走査タイミング制御信号ＳＣＳを走査駆動部
１２１に供給し、データタイミング制御信号ＤＣＳをデータ駆動部１２２に供給すること
ができる。また、タイミング制御部１２５は、映像補正部１３０から第２映像データＤｉ
２の入力を受けることができる。
【００６４】
　例えば、第１期間の間タイミング制御部１２５は、第１映像データＤｉ１をデータ駆動
部１２２に供給することで第１映像を表示することができ、第２期間の間タイミング制御
部１２５は、第２映像データＤｉ２をデータ駆動部１２２に供給することで第２映像を表
示することができる。この時、タイミング制御部１２５は、データ駆動部１２２の仕様に
合うように映像データＤｉ１、Ｄｉ２を変換してデータ駆動部１２２に供給することがで
きる。
【００６５】
　映像補正部１３０は、図２に示されたように、タイミング制御部１２５と別個で分離さ
れて位置することができる。ただし、他の実施例では映像補正部１３０がタイミング制御
部１２５に統合されることができる。
【００６６】
　図３は、本発明の実施例による映像補正部を示した図面であり、図４は、図３に示され
た映像補正部による映像補正方法を示した図面であり、図５Ａないし図５Ｄは、図４に示
された映像補正方法によって映像補正が遂行される一例を示した図面である。
【００６７】
　図３を参照すれば、本発明の一実施例による映像補正部１３０は、移動量決定部３１０
、Ｘ軸領域定義部３２０、Ｙ軸領域定義部３３０、座標生成部３４０、Ｘ座標補正部３５
０、Ｙ座標補正部３６０、映像データ生成部３７０及びメモリー３８０を含むことができ
る。
【００６８】
　移動量決定部３１０は、第１映像Ｉｍ１が表示パネル１１０上で移動して表示される時
、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量とＹ軸移動量とを決定することができる。この時、Ｘ軸は
、表示パネル１１０の横軸を示し、Ｙ軸はＸ軸と垂直方向である軸、すなわち、表示パネ
ルの縦軸を示すことができる。
【００６９】
　一実施例において、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量及びＹ軸移動量は、あらかじめ設定さ
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れてタッチスクリーン表示装置１０に入力されることができる。例えば、第１映像Ｉｍ１
は、フレーム単位で移動することができ、この場合移動量決定部３１０は、第１映像Ｉｍ
１の垂直同期信号に基づいてＸ軸移動量及びＹ軸移動量を決定することができる。
【００７０】
　他の実施例において、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量及びＹ軸移動量は、ユーザーによっ
て入力されることができる。例えば、ユーザーは、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量、Ｙ軸移
動量、移動周期、移動方向などを入力することができる。また、移動量決定部３１０は、
Ｘ軸スケーリング比（Ｓｃａｌｉｎｇ　Ｒａｔｉｏ）とＹ軸スケーリング比を決定するこ
とができる。例えば、移動量決定部３１０は、第１映像Ｉｍ１の垂直同期信号に基づいて
Ｘ軸スケーリング比とＹ軸スケーリング比とを決定することができる。
【００７１】
　他の実施例において、第１映像Ｉｍ１のＸ軸スケーリング比とＹ軸スケーリング比は、
ユーザーによって入力されることができる。
【００７２】
　Ｘ軸領域定義部３２０は、移動量決定部３１０で決定されたＸ軸移動量及びＸ軸スケー
リング比に基づいて第１映像Ｉｍ１のＸ軸をＸ軸拡張領域とＸ軸縮小領域とに区分して定
義することができる。例えば、Ｘ軸拡張領域は、Ｘ軸移動量及びＸ軸スケーリング比の積
によってＸ軸拡張領域の面積を求めて、Ｘ軸移動方向に基づいてＸ軸拡張領域の位置を設
定することで決定されることができる。この時、Ｘ軸縮小領域は、Ｘ軸拡張領域を除いた
残りの領域に決定されることができる。
【００７３】
　Ｙ軸領域定義部３３０は、移動量決定部３１０で決定されたＹ軸移動量及びＹ軸スケー
リング比に基づいて第１映像Ｉｍ１のＹ軸をＹ軸拡張領域とＹ軸縮小領域とに区分して定
義することができる。例えば、Ｙ軸拡張領域は、Ｙ軸移動量及びＹ軸スケーリング比の積
によってＹ軸拡張領域の面積を求めて、Ｙ軸移動方向に基づいてＹ軸拡張領域の位置を設
定することで決定されることができる。この時、Ｙ軸縮小領域は、Ｙ軸拡張領域を除いた
残りの領域に決定されることができる。
【００７４】
　座標生成部３４０は、第１映像Ｉｍ１を具現するための第１映像データＤｉ１に含まれ
た値のＸ映像座標及びＹ映像座標を生成することができる（座標生成部３４０によって生
成されたＸ座標とＹ座標を便宜上それぞれＸ映像座標及びＹ映像座標という）。このため
に、座標生成部３４０は、ホスト１００から第１映像データＤｉ１と制御信号Ｃｓとの供
給を受けることができる。例えば、座標生成部３４０は、垂直同期信号、水平同期信号、
データイネーブル信号、クロック信号などを利用して、第１映像データＤｉ１に含まれた
値のＸ映像座標及びＹ映像座標を生成することができる。
【００７５】
　Ｘ座標補正部３５０は、第１映像データＤｉ１に含まれた特定値のＸ映像座標がＸ軸拡
張領域とＸ軸縮小領域のうち、どこに位置するかによって互いに異なる数学式を適用し、
Ｘ補正座標を算出することができる。例えば、Ｘ座標補正部３５０は、Ｘ映像座標がＸ軸
拡張領域に位置する場合には第１数学式を利用してＸ補正座標を算出し、Ｘ映像座標がＸ
軸縮小領域に位置する場合には第２数学式を利用してＸ補正座標を算出することができる
。
【００７６】
　Ｘ座標補正部３５０は、上述した過程を通じて、第１映像データＤｉ１に含まれたすべ
ての値のＸ補正座標を算出することができる。この時、Ｘ軸拡張領域は、第２映像Ｉｍ２
からＸ軸方向へ面積が拡張される部分であるため、Ｘ軸拡張領域に位置するＸ映像座標か
ら算出されたＸ補正座標の個数はＸ軸拡張領域に位置するＸ映像座標の個数よりも多くな
る。また、Ｘ軸縮小領域は、第２映像Ｉｍ２からＸ軸方向へ面積が縮小される部分である
ため、Ｘ軸縮小領域に位置するＸ映像座標から算出されたＸ補正座標の個数はＸ軸縮小領
域に位置するＸ映像座標の個数より少なくなる。
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【００７７】
　Ｘ座標補正部３５０によって算出されたＸ補正座標は、映像データ生成部３７０に伝達
されることができる。
【００７８】
　Ｙ座標補正部３６０は、第１映像データＤｉ１に含まれた特定値のＹ映像座標がＹ軸拡
張領域とＹ軸縮小領域のうちどこに位置するかによって互いに異なる数学式を適用し、Ｙ
補正座標を算出することができる。例えば、Ｙ座標補正部３６０は、Ｙ映像座標がＹ軸拡
張領域に位置する場合には第３数学式を利用してＹ補正座標を算出し、Ｙ映像座標がＹ軸
縮小領域に位置する場合には第４数学式を利用してＹ補正座標を算出することができる。
【００７９】
　Ｙ座標補正部３６０は、上述した過程を通じて、第１映像データＤｉ１に含まれたすべ
ての値のＹ補正座標を算出することができる。この時、Ｙ軸拡張領域は、第２映像Ｉｍ２
からＹ軸方向へ面積が拡張される部分であるため、Ｙ軸拡張領域に位置するＹ映像座標か
ら算出されたＹ補正座標の個数はＹ軸拡張領域に位置するＹ映像座標の個数より多くなる
。
【００８０】
　また、Ｙ軸縮小領域は第２映像Ｉｍ２からＹ軸方向へ面積が縮小される部分であるため
、Ｙ軸縮小領域に位置するＹ映像座標から算出されたＹ補正座標の個数は、Ｙ軸縮小領域
に位置するＹ映像座標の個数よりも少なくなる。
【００８１】
　Ｙ座標補正部３６０によって算出されたＹ補正座標は、映像データ生成部３７０に伝達
されることができる。
【００８２】
　メモリー３８０は、ホスト１００から供給される第１映像データＤｉ１を保存すること
ができる。
【００８３】
　映像データ生成部３７０は、Ｘ座標補正部３５０よりＸ補正座標の伝達を受けて、Ｙ座
標補正部３６０よりＹ補正座標の伝達を受けることができる。また、映像データ生成部３
７０は、メモリー３８０から第１映像データＤｉ１の伝達を受けることができる。
【００８４】
　映像データ生成部３７０は、Ｘ補正座標及びＹ補正座標からなる補正座標に、第１映像
データＤｉ１に含まれた値をマッピングさせることで、第２映像データＤｉ２を生成する
ことができる。例えば、第１映像データＤｉ１に含まれた特定値のＸ映像座標がｘ１の時
、ｘ１はＸ座標補正部３５０に伝達されてＸ補正座標であるｘ２に算出されることができ
る。また、第１映像データＤｉ１に含まれた特定値のＹ映像座標がｙ１の時、ｙ１はＹ座
標補正部３６０に伝達されてＹ補正座標であるｙ２に算出されることができる。この時、
映像データ生成部３７０は、映像座標ｘ１、ｙ１に対応する第１映像データＤｉ１の値を
補正座標ｘ２、ｙ２にマッピングさせることができる。
【００８５】
　このような方法で第１映像データＤｉ１に含まれたすべての値の映像座標を補正座標に
変換し、それぞれの補正座標に第１映像データＤｉ１に含まれた値をマッピングすること
で、前記補正座標にマッピングされた値からなる第２映像データＤｉ２を生成することが
できる。
【００８６】
　図３では、移動量決定部３１０、Ｘ軸領域定義部３２０、Ｙ軸領域定義部３３０、座標
生成部３４０、Ｘ座標補正部３５０、Ｙ座標補正部３６０、映像データ生成部３７０及び
メモリー３８０をそれぞれ別個の構成要素として図示したが、他の実施例では、少なくと
も二つ以上の構成要素が一つの構成要素に統合されることができる。
【００８７】
　図４を参照すれば、映像補正部１３０による第１映像データＤｉ１を第２映像データＤ
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ｉ２に変換する段階（Ｓ１００）は、Ｘ軸移動量及びＹ軸移動量を決定する段階（Ｓ１１
０）、Ｘ軸拡張領域とＸ軸縮小領域を定義する段階（Ｓ１２０）、Ｙ軸拡張領域とＹ軸縮
小領域を定義する段階（Ｓ１３０）、Ｘ映像座標及びＹ映像座標を生成する段階（Ｓ１４
０）、Ｘ補正座標を算出する段階（Ｓ１５０）、Ｙ補正座標を算出する段階（Ｓ１６０）
、第２映像データを生成する段階（Ｓ１７０）を含むことができる。
【００８８】
　Ｘ軸移動量及びＹ軸移動量を決定する段階（Ｓ１１０）では、Ｘ軸移動量、Ｙ軸移動量
、Ｘ軸スケーリング比、Ｙ軸スケーリング比が決定されることができる。この時、Ｘ軸移
動量及びＹ軸移動量は移動方向を含むことができる。例えば、Ｘ軸移動量をｍｘにした時
、ｍｘが０より大きければ第１映像Ｉｍ１が右側に移動し、ｍｘが０より小さければ第１
映像Ｉｍ１が左側に移動することができる。また、Ｙ軸移動量をｍｙにした時、ｍｙが０
より大きければ第１映像Ｉｍ１が上側に移動し、ｍｙが０より小さければ第１映像Ｉｍ１
が下側に移動することができる。
【００８９】
　Ｘ軸移動量及びＹ軸移動量を決定する段階（Ｓ１１０）は、前に説明した移動量決定部
３１０によって進行されることができる。
【００９０】
　図５Ａを参照すれば、タッチスクリーン表示装置１０の表示パネル１１０上に第１映像
Ｉｍ１が表示されることができる。表示パネル１１０に残像が発生することを防止するた
めに第１映像Ｉｍ１が移動して表示されることができる。この時、Ｘ軸は表示パネル１１
０の横軸を示し、Ｙ軸はＸ軸と垂直である方向の軸、すなわち、表示パネル１１０の縦軸
を示すことができる。例えば、第１映像Ｉｍ１は左側方向に３ピクセル移動することがで
きる。
【００９１】
　Ｘ軸拡張領域とＸ軸縮小領域を定義する段階（Ｓ１２０）では、Ｘ軸移動量及びＸ軸ス
ケーリング比に基づいて第１映像Ｉｍ１のＸ軸をＸ軸拡張領域とＸ軸縮小領域とに区分し
て定義することができる。
【００９２】
　第２映像Ｉｍ２のＸ軸拡張領域は、第１映像Ｉｍ１のＸ軸拡張領域に比べてＸ軸移動量
を足した面積に拡張されることができ、第２映像Ｉｍ２のＸ軸縮小領域は、第１映像Ｉｍ
１のＸ軸縮小領域に比べてＸ軸移動量を差し引いた面積に縮小され得る。
【００９３】
　Ｘ軸拡張領域とＸ軸縮小領域を定義する段階（Ｓ１２０）は、前に説明したＸ軸領域定
義部３２０によって進行されることができる。
【００９４】
　図５Ｂを参照すれば、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量とＸ軸スケーリング比に基づいて第
１映像Ｉｍ１のＸ軸をＸ軸拡張領域ＥＡとＸ軸縮小領域ＣＡとに区分して定義することが
できる。この時、Ｘ軸スケーリング比はＸ軸移動量とともに設定された値であり得る。
【００９５】
　Ｘ軸拡張領域ＥＡの面積は、Ｘ軸移動量とＸ軸スケーリング比との積によって決定され
ることができる。例えば、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量をｍｘ、Ｘ軸スケーリング比をＳ
ｘにしたとき、Ｘ軸拡張領域ＥＡの面積はＸ軸移動量ｍｘとＸ軸スケーリング比Ｓｘとの
積で決定されることができる。この場合、Ｘ軸拡張領域ＥＡは下記のように表現すること
ができる。
【００９６】
【数１】

【００９７】
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　Ｘ軸拡張領域ＥＡは第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動方向の反対方向に位置することができる
。例えば、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量であるｍｘが０より小さければ（すなわち、第１
映像Ｉｍ１が左側に移動すれば）、Ｘ軸拡張領域ＥＡは第１映像Ｉｍ１の右側において、
｜ｍｘ×Ｓｘ｜の面積を持つ領域に決定されることができる。
【００９８】
　Ｘ軸拡張領域ＥＡは、Ｘ軸拡張領域ＥＡに第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量を足した面積に
拡張されることができる。
【００９９】
　Ｘ軸縮小領域ＣＡは、Ｘ軸拡張領域ＥＡを除いた残りの領域であり得る。すなわち、第
１映像Ｉｍ１の右側において、｜ｍｘ×Ｓｘ｜の面積を除いた領域に決定されることがで
きる。Ｘ軸縮小領域ＣＡは、Ｘ軸縮小領域ＣＡから第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量を差し引
いた面積に縮小され得る。
【０１００】
　具体的に、第１映像Ｉｍ１が左側方向へ３ピクセルほど移動し、Ｘ軸スケーリング比が
１０である時、Ｘ軸拡張領域ＥＡの面積は３ピクセル×１０=３０ピクセルであり得る。
Ｘ軸拡張領域ＥＡは、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動方向の反対方向に位置するので、第１映
像Ｉｍ１の右側３０ピクセルがＸ軸拡張領域ＥＡに決定されることができ、右側３０ピク
セルを除いた領域が縮小領域ＣＡに決定されうる。例えば、第１映像Ｉｍ１のＸ軸が３０
０ピクセルであれば、左側２７０ピクセルがＸ軸縮小領域ＣＡに決定され得る。第１映像
Ｉｍ１のＸ軸拡張領域ＥＡとＸ軸縮小領域ＣＡとを区分する方法は、これに限定されるも
のではない。
【０１０１】
　Ｙ軸拡張領域とＹ軸縮小領域を定義する段階（Ｓ１３０）では、Ｙ軸移動量及びＹ軸ス
ケーリング比に基づいて第１映像Ｉｍ１のＹ軸をＹ軸拡張領域とＹ軸縮小領域とに区分し
て定義することができる。
【０１０２】
　第２映像Ｉｍ２のＹ軸拡張領域は、第１映像Ｉｍ１のＹ軸拡張領域に比べてＹ軸移動量
を足した面積に拡張されることができ、第２映像Ｉｍ２のＹ軸縮小領域は第１映像Ｉｍ１
のＹ軸縮小領域に比べてＹ軸移動量を差し引いた面積に縮小されうる。Ｙ軸拡張領域とＹ
軸縮小領域を定義する段階（Ｓ１３０）は、前に説明したＹ軸領域定義部３３０によって
進行され得る。
【０１０３】
　また、図５Ａないし図５Ｄでは、Ｙ軸移動量が０である場合を図示したが、Ｙ軸移動量
が０でない場合、本段階（Ｓ１３０）は、前に説明したＸ軸拡張領域とＸ軸縮小領域を定
義する段階（Ｓ１２０）同様に進行され得る。
【０１０４】
　Ｘ映像座標及びＹ映像座標を生成する段階（Ｓ１４０）では、第１映像データＤｉ１に
含まれた値のＸ映像座標及びＹ映像座標を生成することができる。例えば、第１映像Ｉｍ
１が３００×７００の解像度を持つ表示パネル１１０上に表示されると、第１映像データ
Ｄｉ１に対して３００個のＸ映像座標と７００個のＹ映像座標が生成されることができる
。第１映像データＤｉ１のＸ映像座標及びＹ映像座標の個数はこれに限定されない。
【０１０５】
　Ｘ映像座標及びＹ映像座標を生成する段階（Ｓ１４０）は、前に説明した座標生成部３
４０によって進行され得る。
【０１０６】
　図５Ｃを参照すれば、第１映像Ｉｍ１を具現する第１映像データＤｉ１の映像座標を生
成することができる。例えば、第１映像Ｉｍ１が３００×７００の解像度を持つ表示パネ
ル１１０に表示される場合、第１映像データＤｉ１に対して３００個のＸ映像座標と７０
０個のＹ映像座標が生成されることができる。すなわち、第１映像データは、Ｘ軸に３０
０個、Ｙ軸に７００個の座標を含むことができる。
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【０１０７】
　図５Ｂで定義された第１映像Ｉｍ１のＸ軸拡張領域ＥＡは、第１映像Ｉｍ１の右側３０
ピクセルなので、第１映像データＤｉ１のＸ映像座標２７０～３００に対応することがで
きる。また、第１映像Ｉｍ１のＸ軸縮小領域ＣＡは、第１映像Ｉｍ１の左側２７０ピクセ
ルなので、第１映像データＤｉ１のＸ座標０～２７０に対応することができる。
【０１０８】
　Ｘ補正座標を算出する段階（Ｓ１５０）では、第１映像データＤｉ１に含まれた特定値
のＸ映像座標がＸ軸拡張領域とＸ軸縮小領域のうちどこに位置するかによって互いに異な
る数学式を適用してＸ補正座標を算出することができる。例えば、Ｘ映像座標がＸ軸拡張
領域に位置する場合には第１数学式を利用してＸ補正座標を算出し、Ｘ映像座標がＸ軸縮
小領域に位置する場合には第２数学式を利用してＸ補正座標を算出することができる。
【０１０９】
　Ｘ補正座標を算出する段階（Ｓ１５０）は、前に説明したＸ座標補正部３５０によって
進行され得る。
【０１１０】
　図５Ｃを参照すれば、第１映像データＤｉ１に含まれた特定値のＸ映像座標がＸ軸拡張
領域ＥＡに位置する場合、下記のような第１数学式を通じてＸ補正座標を算出することが
できる。
[第１数学式]
【数２】

【０１１１】
　このとき、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量をｍＸ、Ｘ軸スケーリング比をＳＸ、第１映像
データＤｉ１のＸ軸長さをＬ、Ｘ映像座標をｘ１、Ｘ補正座標をｘ２だと定義する。
【０１１２】
　第１数学式において、第１映像データＤｉ１のＸ軸長さＬは、第１映像データＤｉ１の
Ｘ座標に示すことができる。例えば、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量が－３、Ｘ軸スケーリ
ング比が１０、第１映像データＤｉ１のＸ軸長さが３００、第１映像データＤｉ１に含ま
れた特定値のＸ映像座標が２９５にした時、Ｘ補正座標は第１数学式によって２９４．５
になり得る。
【０１１３】
　このとき、一連の小数点処理過程（例えば、四捨五入または切上げ）を経て最終的にＸ
補正座標は２９５になり得る。また、他の実施例では他の小数点処理過程（例えば、切り
捨て）を経て最終的にＸ補正座標は２９４になり得る。
【０１１４】
　また、Ｘ軸拡張領域ＥＡは、第２映像Ｉｍ２からＸ軸方向へ面積が拡張される部分であ
るため、前記第１数学式を通じて算出されたＸ補正座標の個数はＸ映像座標よりも多くな
る。例えば、一つのＸ映像座標は二つ以上のＸ補正座標に対応することができる。このよ
うな方法で第１映像Ｉｍ１のＸ軸拡張領域ＥＡに位置する第１映像データＤｉ１の値のす
べてのＸ映像座標に対応するＸ補正座標が算出され得る。
【０１１５】
　一方、第１映像データＤｉ１に含まれた特定値のＸ映像座標がＸ軸縮小領域ＣＡに位置
する場合、下記のような第２数学式を通じてＸ補正座標を算出することができる。
[第２数学式]
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【０１１６】
　このとき、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量をｍｘ、Ｘ軸スケーリング比をＳｘ、第１映像
データＤｉ１のＸ軸長さをＬ、Ｘ映像座標をｘ１、Ｘ補正座標をｘ２と定義する。
【０１１７】
　第２数学式において、第１映像データＤｉ１のＸ軸長さＬは、第１映像データＤｉ１の
Ｘ座標で示されることができる。例えば、第１映像Ｉｍ１のＸ軸移動量が－３、Ｘ軸スケ
ーリング比が１０、第１映像データのＸ軸長さが３００、第１映像データＤｉ１に含まれ
た特定値のＸ映像座標が１００としたとき、Ｘ補正座標は第２数学式によって９８.８に
なり得る。この時、一連の小数点処理過程（例えば、四捨五入または切上げ）を経て最終
的にＸ補正座標は９９になり得る。また、他の実施例では他の小数点処理過程（例えば、
切捨て）を経て最終的にＸ補正座標は９８になり得る。
【０１１８】
　また、Ｘ軸縮小領域ＣＡは、第２映像Ｉｍ２からＸ軸方向へ面積が縮小する部分である
ため、前記第２数学式を通じて算出されたＸ補正座標の個数はＸ映像座標よりも少なくな
る。例えば、二つ以上のＸ映像座標は一つのＸ補正座標に対応することができる。この場
合、後ほど映像データ生成部３７０によって進行されるマッピング過程で重複されるよう
な現象を防止するために、前記一つのＸ補正座標は、二つ以上のＸ映像座標のうちいずれ
か一つのＸ映像座標にのみ対応するように設定されることができる。
【０１１９】
　このような方法により、第１映像Ｉｍ１のＸ軸縮小領域ＣＡに位置する第１映像データ
Ｄｉ１の値のすべてのＸ映像座標に対応するＸ補正座標が算出されることができる。
【０１２０】
　上記においては、第１数学式及び第２数学式として、特定数学式を例示したが、これに
限定されるものではない。
【０１２１】
　Ｙ補正座標を算出する段階（Ｓ１６０）では、第１映像データＤｉ１に含まれた特定値
のＹ映像座標がＹ軸拡張領域とＹ軸縮小領域のうちどこに位置するかによって互いに異な
る数学式を適用してＹ補正座標を算出することができる。例えば、Ｙ映像座標がＹ軸拡張
領域に位置する場合には第３数学式を利用してＹ補正座標を算出し、Ｙ映像座標がＹ軸縮
小領域に位置する場合には第４数学式を利用してＹ補正座標を算出することができる。
【０１２２】
　Ｙ補正座標を算出する段階（Ｓ１６０）は、前に説明したＹ座標補正部３６０によって
進行されることができる。また、図５Ａないし図５ＤではＹ軸移動量が０である場合を図
示したので、Ｙ補正座標はＹ映像座標と同様に維持される。
【０１２３】
　他の実施例で、Ｙ軸移動量が０でない場合、この段階（Ｓ１６０）は、前に説明したＸ
補正座標を算出する段階（Ｓ１５０）と同様に進行されることができる。例えば、第３数
学式は、下記のように第１数学式と同一の形態に設定されることができる。
[第３数学式]
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【数４】

【０１２４】
　また、第４数学式は、下記のように第２数学式と同一の形態に設定されることができる
。
[第４数学式]
【数５】

【０１２５】
　この時、第１映像Ｉｍ１のＹ軸移動量をｍｙ、Ｙ軸スケーリング比をＳｙ、第１映像デ
ータＤｉ１のＹ軸長さをＬ、Ｙ映像座標をｙ１、Ｙ補正座標をｙ２と定義する。
【０１２６】
　第２映像データを生成する段階（Ｓ１７０）では、Ｘ補正座標及びＹ補正座標からなる
補正座標に、第１映像データＤｉ１に含まれた値をマッピングさせることで、第２映像デ
ータＤｉ２を生成することができる。
【０１２７】
　第２映像データを生成する段階（Ｓ１７０）は、前に説明した映像データ生成部３７０
によって進行されることができる。例えば、Ｘ映像座標ｘ１からＸ補正座標ｘ２が算出さ
れ、Ｙ映像座標ｙ１からＹ補正座標ｙ２が算出された場合、映像座標ｘ１、ｙ１に対応す
る第１映像データＤｉ１の値を補正座標ｘ２、ｙ２にマッピングさせることができる。
【０１２８】
　このような方法により、第１映像データＤｉ１に含まれたすべての値の映像座標を補正
座標に変換し、それぞれの補正座標に第１映像データＤｉ１に含まれた値をマッピングす
ることで、前記補正座標にマッピングされた値からなる第２映像データＤｉ２を生成する
ことができる。
【０１２９】
　図５Ｄを参考すれば、第１映像Ｉｍ１から変形された第２映像Ｉｍ２が表示パネル１１
０上に表示されることができる。この時、第２映像Ｉｍ２は、第２映像データＤｉ２によ
って具現されることができる。
【０１３０】
　第１映像Ｉｍ１のＸ軸拡張領域ＥＡは、第２映像Ｉｍ２のＸ軸拡張領域ＥＡ'に拡張さ
れることができる。すなわち、第１映像Ｉｍ１のＸ軸拡張領域ＥＡに位置する第１映像デ
ータＤｉ１が拡張され、第２映像Ｉｍ２のＸ軸拡張領域ＥＡ'に位置する第２映像データ
Ｄｉ２に変換されることができる。
【０１３１】
　また、第１映像Ｉｍ１のＸ軸縮小領域ＣＡは、第２映像Ｉｍ２のＸ軸縮小領域ＣＡ'に
縮小され得る。すなわち、第１映像Ｉｍ１のＸ軸縮小領域ＣＡに位置する第１映像データ
Ｄｉ１が縮小され、第２映像Ｉｍ２のＸ軸縮小領域ＣＡ'に位置する第２映像データＤｉ
２に変換されることができる。例えば、第１映像Ｉｍ１が左側方向へ３ピクセル移動し、
Ｘ軸スケーリング比が１０の場合、第１映像Ｉｍ１のＸ軸拡張領域ＥＡである右側３０ピ



(22) JP 6847576 B2 2021.3.24

10

20

30

40

50

クセルに位置する第１映像データＤｉ１は拡張されて第２映像Ｉｍ２の右側３３ピクセル
に表示されうる。
【０１３２】
　したがって、第１映像Ｉｍ１が左側へ３ピクセル移動することによって、表示パネル１
１０の右側３ピクセルに発生するブランク領域が消えることになる。このように、第１映
像Ｉｍ１が移動して表示される時、第１映像Ｉｍ１のＸ軸拡張領域ＥＡをＸ軸移動量ほど
拡張して表示することで、表示パネル１１０にブランク領域が発生するような現象を補正
することができる。
【０１３３】
　また、第１映像Ｉｍ１のＸ軸縮小領域ＣＡである左側２７０ピクセルに位置する第１映
像データＤｉ１は縮小されて、第２映像Ｉｍ２の左側２６７ピクセルに表示され得る。し
たがって、第１映像Ｉｍ１が左側へ３ピクセル移動することによって、第１映像Ｉｍ１の
左側３ピクセルが表示パネル１１０上で消えるような現象を防止することができる。この
ように、第１映像Ｉｍ１が移動して表示される時、第１映像Ｉｍ１のＸ軸縮小領域ＣＡを
Ｘ軸移動量ほど縮小して表示することで、表示パネル１１０で第１映像Ｉｍ１の一部が消
えるような現象を補正することができる。
【０１３４】
　以上、映像補正方法において、第１映像Ｉｍ１がＸ軸方向に移動する一例を説明したが
、第１映像Ｉｍ１の移動方向はこれに限定されない。すなわち、第１映像Ｉｍ１はＹ軸方
向に移動することもでき、Ｘ軸及びＹ軸方向に移動することも可能である。
【０１３５】
　上述したように、本発明のタッチスクリーン表示装置の駆動方法は、残像の発生を防止
するために第１映像Ｉｍ１が表示パネル１１０上で移動して表示される時、第１映像Ｉｍ
１から補正された第２映像Ｉｍ２を具現する第２映像データＤｉ２を生成することで、表
示パネル１１０上で映像が消えることを防止することができる。
【０１３６】
　図６は、本発明の実施例によるタッチ補正部を示した図面であり、図７は、図６に示さ
れたタッチ補正部によるタッチ補正方法を示した図面であり、図８は、図７に示されたタ
ッチ補正方法によってタッチ補正が遂行される一例を示した図面である。
【０１３７】
　図６を参照すれば、本発明の実施例によるタッチ補正部２３０は、第１計算部４１０、
第２計算部４２０、第３計算部４３０を含むことができる。
【０１３８】
　第１計算部４１０は、タッチ制御部２２０によって算出された最初タッチ位置Ｐｏを臨
時タッチ位置Ｐｔに変換することができる。例えば、第１計算部４１０は、最初タッチ位
置ＰｏのＸ最初座標から臨時タッチ位置ＰｔのＸ臨時座標を算出し、最初タッチ位置Ｐｏ
のＹ最初座標から臨時タッチ位置ＰｔのＹ臨時座標を算出することができる（他の座標と
の区分のために、最初タッチ位置ＰｏのＸ座標とＹ座標をそれぞれＸ最初座標とＹ最初座
標と指称し、臨時タッチ位置ＰｔのＸ座標とＹ座標をそれぞれＸ臨時座標とＹ臨時座標と
指称する）。
【０１３９】
　また、第１計算部４１０は、最初タッチ位置ＰｏのＸ最初座標が第１映像Ｉｍ１のＸ軸
拡張領域（ＥＡ；図５Ｂ参照）に位置する場合、第１数学式を利用して臨時タッチ位置Ｐ
ｔのＸ臨時座標を算出し、最初タッチ位置ＰｏのＸ最初座標が第１映像Ｉｍ１のＸ軸縮小
領域（ＣＡ;図５Ｂ参照）に位置する場合には、第２数学式を利用して臨時タッチ位置Ｐ
ｔのＸ臨時座標を算出することができる。
【０１４０】
　また、第１計算部４１０は、最初タッチ位置ＰｏのＹ最初座標が第１映像Ｉｍ１のＹ軸
拡張領域に位置する場合、第３数学式を利用して臨時タッチ位置ＰｔのＹ臨時座標を算出
し、最初タッチ位置ＰｏのＹ最初座標が第１映像Ｉｍ１のＹ軸縮小領域に位置する場合に
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なわち、第１映像Ｉｍ１の移動量を正確に反映するために、第１計算部４１０はＸ座標補
正部３５０及びＹ座標補正部３６０によって使用された数学式と同一の数学式を使用する
ことができる。
【０１４１】
　第２計算部４２０は、最初タッチ位置Ｐｏと臨時タッチ位置Ｐｔとの間のタッチ移動量
Ｄを算出することができる。例えば、第２計算部４２０は、最初タッチ位置ＰｏのＸ最初
座標と臨時タッチ位置ＰｔのＸ臨時座標との間のＸ軸タッチ移動量Ｄｘを算出し、最初タ
ッチ位置ＰｏのＹ最初座標と臨時タッチ位置ＰｔのＹ臨時座標との間のＹ軸タッチ移動量
Ｄｙを算出することができる。
【０１４２】
　第３計算部４３０は、最初タッチ位置Ｐｏからタッチ移動量Ｄを差引くことで、最終タ
ッチ位置Ｐｆを算出することができる。例えば、第３計算部４３０は、最初タッチ位置Ｐ
ｏのＸ最初座標からＸ軸タッチ移動量Ｄｘを差引くことで、最終タッチ位置ＰｆのＸ最終
座標を算出し、最初タッチ位置ＰｏのＹ最初座標からＹ軸タッチ移動量Ｄｙを差引くこと
で、最終タッチ位置ＰｆのＹ最終座標を算出することができる（他の座標との区分のため
に、最終タッチ位置ＰｆのＸ座標とＹ座標をそれぞれＸ最終座標とＹ最終座標と指称する
）。
【０１４３】
　図６では、第１計算部４１０、第２計算部４２０、第３計算部４３０をそれぞれ別個の
構成要素として図示したが、他の実施例では少なくとも二つ以上の計算部が一つの構成要
素として統合されることができる。
【０１４４】
　図７を参照すれば、タッチセンサー２１０によって検出された最初タッチ位置Ｐｏを最
終タッチ位置Ｐｆに補正する段階（Ｓ２００）は、最初タッチ位置Ｐｏを臨時タッチ位置
Ｐｔに変換する段階（Ｓ２１０）、タッチ移動量Ｄを算出する段階（Ｓ２２０）、最終タ
ッチ位置Ｐｆを算出する段階（Ｓ２３０）を含む。
【０１４５】
　また、この段階（Ｓ２００）は、前に説明した第１映像データＤｉ１を第２映像データ
Ｄｉ２に変換する段階（Ｓ１００）以後に進行されることができる。
【０１４６】
　最初タッチ位置Ｐｏを臨時タッチ位置Ｐｔに変換する段階（Ｓ２１０）では、タッチセ
ンサー２１０によって検出された最初タッチ位置Ｐｏを臨時タッチ位置Ｐｔに変換するこ
とができる。この段階（Ｓ２１０）は、前に説明した第１計算部４１０によって進行され
ることができる。
【０１４７】
　図８を参照すれば、最初タッチ位置ＰｏのＸ最初座標Ｘｏから臨時タッチ位置ＰｔのＸ
臨時座標Ｘｔを算出し、最初タッチ位置ＰｏのＹ最初座標Ｙｏから臨時タッチ位置Ｐｔの
Ｙ臨時座標Ｙｔを算出することができる。
【０１４８】
　Ｘ臨時座標Ｘｔの計算の際、Ｘ補正座標を算出する段階（Ｓ１５０）で使用された第１
数学式及び第２数学式が使用されることができる。すなわち、最初タッチ位置ＰｏのＸ最
初座標Ｘｏが第１映像Ｉｍ１のＸ軸拡張領域ＥＡに位置する場合、第１数学式を利用して
臨時タッチ位置ＰｔのＸ臨時座標Ｘｔを算出することができる。ただし、第１数学式にて
、Ｘ映像座標ｘ１とＸ補正座標ｘ２は、それぞれＸ最初座標ＸｏとＸ臨時座標Ｘｔとに置
換される。この場合、第１数学式は次のように変形され得る。
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【数６】

【０１４９】
　また、最初タッチ位置ＰｏのＸ最初座標Ｘｏが第１映像Ｉｍ１のＸ軸縮小領域ＣＡに位
置する場合には、第２数学式を利用して臨時タッチ位置ＰｔのＸ臨時座標Ｘｔを算出する
ことができる。ただし、第２数学式にて、Ｘ映像座標ｘ１とＸ補正座標ｘ２は、それぞれ
Ｘ最初座標ＸｏとＸ臨時座標Ｘｔに置換される。この場合、第２数学式は次のように変形
され得る。
【数７】

　
【０１５０】
　一方、Ｙ臨時座標ｙｔの計算の際、Ｙ補正座標を算出する段階（Ｓ１６０）で使用され
た第３数学式と第４数学式が使用されることができる。すなわち、最初タッチ位置Ｐｏの
Ｙ最初座標ｙｏが第１映像Ｉｍ１のＹ軸拡張領域に位置する場合、第３数学式を利用して
臨時タッチ位置ＰｔのＹ臨時座標ｙｔを算出することができる。ただし、第３数学式にて
、Ｙ映像座標ｙ１とＹ補正座標ｙ２は、それぞれＹ最初座標ｙｏとＹ臨時座標ｙｔとに置
換される。この場合、第３数学式は次のように変形され得る。

【数８】

【０１５１】
　また、最初タッチ位置ＰｏのＹ最初座標ｙｏが第１映像Ｉｍ１のＹ軸縮小領域に位置す
る場合には、第４数学式を利用して臨時タッチ位置ＰｔのＹ臨時座標ｙｔを算出すること
ができる。ただし、第４数学式にて、Ｙ映像座標ｙ１とＹ補正座標ｙ２は、それぞれＹ最
初座標ｙｏとＹ臨時座標ｙｔに置換される。

【数９】

【０１５２】
　タッチ移動量Ｄを算出する段階（Ｓ２２０）では、最初タッチ位置Ｐｏと臨時タッチ位
置Ｐｔとの間のタッチ移動量Ｄを算出することができる。この段階（Ｓ２２０）は、前に
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説明した第２計算部４２０によって進行されることができる。
【０１５３】
　図８を参照すれば、最初タッチ位置ＰｏのＸ最初座標Ｘｏと臨時タッチ位置ＰｔのＸ臨
時座標Ｘｔとの間のＸ軸タッチ移動量Ｄｘを算出し、最初タッチ位置ＰｏのＹ最初座標ｙ
ｏと臨時タッチ位置ＰｔのＹ臨時座標ｙｔとの間のＹ軸タッチ移動量Ｄｙを算出すること
ができる。
【０１５４】
　最終タッチ位置Ｐｆを算出する段階（Ｓ２３０）では、最初タッチ位置Ｐｏからタッチ
移動量Ｄを差引くことで、最終タッチ位置Ｐｆを算出することができる。この段階（Ｓ２
３０）は、前に説明した第３計算部４３０によって進行されることができる。
【０１５５】
　図８を参照すれば、最初タッチ位置ＰｏのＸ最初座標ＸｏからＸ軸タッチ移動量Ｄｘを
差引くことで、最終タッチ位置ＰｆのＸ最終座標Ｘｆを算出し、最初タッチ位置ＰｏのＹ
最初座標ｙｏからＹ軸タッチ移動量Ｄｙを差引くことで、最終タッチ位置ＰｆのＹ最終座
標ｙｆを算出することができる。例えば、第１映像Ｉｍ１で最終タッチ位置Ｐｆは、ユー
ザーによってタッチが必要な地点であると仮定する。
【０１５６】
　このとき、残像の発生を防止するために第１映像Ｉｍ１が移動して表示される場合（例
えば、タッチ移動量Ｄによって移動）、ユーザーは第１映像Ｉｍ１が移動することによっ
て最終タッチ位置Ｐｆではない最初タッチ位置Ｐｏをタッチすることになる。この場合、
最初タッチ位置Ｐｏを最終タッチ位置Ｐｆに補正しなければ、表示装置はユーザーのタッ
チに対してフィードバックを提供することができない。そこで、本発明の実施例は、上述
した過程を通じて最初タッチ位置Ｐｏを最終タッチ位置Ｐｆに補正することができるので
、タッチ認識のエラーを減らし、ユーザーに適切なフィードバックを提供することができ
る。
【０１５７】
　表示装置は、駆動時間が長くなるにつれて特定のピクセルが劣化してしまい、その性能
が低下され得る。例えば、公共の場所などで情報伝達のために使用されるデジタル情報表
示装置 は、特定の映像または文字を長時間持続的に出力するので、特定のピクセルの劣
化が加速されて残像が発生し得る。
【０１５８】
　上述した問題を解決するために、表示パネル上に一定の周期で映像を移動させて表示す
る技術（いわゆる、ピクセルシフト技術）が使用されている。表示パネル上に一定の周期
で映像を移動させて表示すれば、特定のピクセルに同一のデータが長時間出力されること
を防止し、特定のピクセルが劣化することを改善することができる。
【０１５９】
　タッチセンサーを具備したタッチスクリーン表示装置が、上述したピクセルシフト技術
を使用する場合、ユーザーは一定の方向に移動された映像を見てタッチ動作を遂行するよ
うになる。しかし、従来には映像が移動されたことを考慮しない状態でタッチを認識して
いたので、実際にユーザーが意図したタッチと違うように認識されるようなエラーがあっ
た。
【０１６０】
　以上のように、本発明の実施例によれば、タッチ認識の正確度を高めることができるタ
ッチスクリーン表示装置及びその駆動方法を提供することができる。
【０１６１】
　タッチスクリーン表示装置及び/または本明細書に記載した本発明の実施例による他の
関連装置または部品は、任意の適合したハードウェア、ファームウエア（例えば、応用注
文型集積回路;ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃ
ｉｒｃｕｉｔ）、ソフトウェア、またはソフトウェア、ファームウエア、及びハードウェ
アの組み合わせを利用して具現され得る。例えば、前記装置の多様な構成要素は、一つの
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集積回路ＩＣチップ上に形成されることができ、または別個のＩＣチップに形成になるこ
とも可能である。また、前記タッチスクリーンディスプレイ装置の多様な構成要素は、フ
レキシブル印刷回路フィルム上に具現されることができ、テープキャリアパッケージＴＣ
Ｐ（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ）、印刷回路基板ＰＣＢに形成されるこ
とができる。
【０１６２】
　また、タッチスクリーンディスプレイ装置の多様な構成要素は、一つ以上のコンピュー
タ装置で、一つ以上のプロセッサによって実行されるコンピュータープログラム命令を実
行し、上述した多様な機能を遂行するために他のシステム構成要素と相互作用するプロセ
スであり得る。
【０１６３】
　コンピュータープログラム命令語は、標準メモリーデバイス、例えば、ランダムアクセ
スメモリーＲＡＭを使用するコンピュータ装置に保存されることができる。また、前記コ
ンピュータープログラム命令語は、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、フラッシュドライブなどのよ
うなコンピュータ判読可能媒体に保存されることもできる。
【０１６４】
　また、本発明の属する技術分野において通常の知識を有する者であれば、多様なコンピ
ュータ装置の機能を結合するか、特定コンピュータ装置の機能を脱しないで一つ以上の他
のコンピュータ装置等に分散することができる。
【符号の説明】
【０１６５】
　１０　タッチスクリーン表示装置、
　１００　ホスト、
　１１０　表示パネル、
　１２０　表示駆動部、
　１２１　走査駆動部、
　１２２　データ駆動部、
　１２５　タイミング制御部、
　１３０　映像補正部、
　２１０　タッチセンサー、
　２２０　タッチ制御部、
　２３０　タッチ補正部、
　Ｐ　画素、
　３１０　移動量決定部、
　３２０　Ｘ軸領域定義部、
　３３０　Ｙ軸領域定義部、
　３４０　座標生成部、
　３５０　Ｘ座標補正部、
　３６０　Ｙ座標補正部、
　３７０　映像データ生成部、
　３８０　メモリー



(27) JP 6847576 B2 2021.3.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(28) JP 6847576 B2 2021.3.24

【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図５Ｃ】 【図５Ｄ】



(29) JP 6847576 B2 2021.3.24

【図６】

【図７】

【図８】



(30) JP 6847576 B2 2021.3.24

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    5/36     ５２０Ｐ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    5/36     ５２０Ｄ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｆ    1/133    ５５０　        　　　　　

(72)発明者  張　▲元▼　宇
            大韓民國　京畿道　龍仁市　器興區　三星路　１
(72)発明者  蘇　正　訓
            大韓民國　京畿道　龍仁市　器興區　三星路　１

    審査官  円子　英紀

(56)参考文献  特開２０１４－０５２９５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２４４６３５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４１　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　５／００　　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　５／３６　　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　５／３８　　　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

